
事件・事故の公表基準 別紙 

区施設等での感染症等発生に伴う報道対応について 

 

（１）過去、区施設等での発症が報告されており、発症頻度が高いと思われる「結核」「ノロウイルス」

「腸管出血性大腸菌感染症」が発生した場合には、以下のフローを参照し、迅速に対応する。 

（２）リリースの判断は、東京都の基準など外部の基準は適用せず、あくまでも足立区の判断で行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ リリースを行う前には、保護者等関係者への説明や議会説明を実施する。 

※ 上記以外の感染症の場合、発症確認後、直ちにリリースする場合がある。 

※ 学校や保育園などでインフルエンザが流行した場合など、毎年多数の罹患者が発生する感染症の場合、

各所管がＨＰに掲載する罹患状況のページを報道機関に案内することで、リリースに代える場合がある。 

 

(1)保健予防課から 

(1)所管課（施設管理者）に 

(1)感染症発生を報告 

(2)所管課（施設管理者）から区長等に報告 

(4)二次感染の有無調査 

①区施設等の利用が原因で発生した疑いがあるか？ 

二次感染有 

Yes 

No 

リリース 

②で判断（不明の場合を含む） 

②（空気感染する結核のケース） 

感染性のある発症者が窓口業務に従事している場合等、 

不特定多数と接触している可能性があるか？ 

Yes 

No 

リリース 

③で判断 

(3)保健予防課・所管課（施設管理者）による 

(2)発症者の周辺関係者への聞き取り・調査 

Yes 

No 

リリース 

リリース無 

二次感染無 

リリース無 

 感染症発症 

③二次感染した場所が区施設等であるか？ 

ノロウイルスの場合、感染者が重篤な症状か？ 

または、感染拡大が懸念されるか？ 

(5)保護者等説明会開催 

※できる限り当日に実施 

二次感染有 

(6)範囲を広げての調査 リリース 
広域感染有 

 

 

 

 

 

 


